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論　　説

　抄　録　本稿では，パテント・トロールを定義するとともに，パテント・トロールと特許制度の関
係およびトロール呼称の弊害について論じる。
　パテント・トロールは，イノベーションを阻害するものとの意味で用いられるのが一般的であるが，
未だに確立した定義は存在しない。自らが実施していない特許権を行使しているに過ぎないものがパ
テント・トロールとされることがあるが，パテント・トロールの呼称は，本来，特許権を濫用するも
のに限定して用いられるべきである。
　財産権である特許権を，特定の者が保有する際に限って制限することはできない。トロールにまつ
わる議論に際しては，トロール活動を制限することは，特許権そのものの制限を意味するとの認識に
立ち，過度に特許制度および特許権が毀損されないよう細心の注意が必要である。
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1 ．	はじめに

パテント・トロールは，イノベーションを阻

害するものとの意味で用いられるのが一般的で
あるが，未だに確立した定義は存在しない１）。
自らが実施していない特許権を行使しているに
過ぎないものがパテント・トロールとされるこ
とがあるが，パテント・トロールの呼称は，本
来，特許権を濫用するものに限定して用いられ
るべきである。
本稿では，パテント・トロールを定義すると

ともに，パテント・トロールと特許制度の関係
およびトロール呼称の弊害について論じる。

2 ．	パテント・トロールを定義する

2．1　パテント・トロールの語源

パテント・トロールの「トロール」（troll）は，
北欧神話に出てくる怪物が語源とされる。神話
の中でトロールは橋の下に住み，橋を渡ろうと
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するものから通行料をせしめる醜いものとして
描かれている。
パテント・トロールの呼称は，1999年に当時
インテル社の社内弁護士であったピーター・デ
トキン氏が最初に用いたとされる２）。デトキン
氏は，インテル社に対して特許権を行使するも
のを「特許搾取者」（patent extortionist）と呼ん
だところ，名誉棄損で訴えられたのでパテン
ト・トロールと呼ぶようにしたとのことである３）。
パテント・トロールは，「特許の怪物」「特許
ゆすり」「特許ゴロ」などとも訳される。今日，
パテント・トロールの呼称がニュートラルな意
味で用いられることはなく，イノベーションを
阻害する者の呼称として用いられている。

2．2　パテント・トロール≠NPE

NPE（Non-Practicing Entity：不実施主体）
がパテント・トロールとされる場合がある。し
かし，NPEとは文字通り「特許発明を実施しな
いもの」であり，NPEには研究開発のみを行う
大学・研究機関や個人発明家，または設計に特
化し，その技術を用いた製品の製造・販売を他
社に任せる企業も含まれる。さらには，撤退し
たビジネスに関する特許権を活用する事業会社
なども含まれ得る。
特許制度の目的は，科学および技術の進歩，
すなわちイノベーションの促進である４）。した
がって，パテント・トロールであるか否かは，
そのものがイノベーションの促進に貢献してい
るかどうかで判断されるべきである。
技術の開発や普及に貢献するNPEが数多く
存在することから，NPEをパテント・トロール
とみなすのは不適切である。

2．3　パテント・トロール≠特許管理会社

特許管理会社（特許流通専業者を含む）をパ
テント・トロールとみなすのも問題である。
特許管理会社も多種多様であり，イノベーシ

ョンの促進に重要な役割を果たすものも多い。
例えば，特許権取引の仲介者として，ライセン
シングのノウハウやリソースを欠く発明家らと
事業会社のマッチングを行うものもある。また，
技術の普及と市場の形成・拡大のためにライセ
ンス活動を行うパテント・プールなどもある。
さらには，特許資産を適正に評価し，合理的な
価格設定を行い，取引コストを低減させること
で特許権の流通を活性化する役割を果たすもの
もある。
よって，特許管理会社をパテント・トロール
とみなすべきではない。

2．4　パテント・トロール≠PAE

PAE（Patent Assertion Entity：特許権行使
主体）の一般的な定義は，「第三者から特許権
を取得し，特許権行使によって収益を上げるこ
とを業とするもの５）」であるが，PAEとパテン
ト・トロールを同義に扱うべきではない。
まず，購入した特許権を活用することで収益

を上げるPAEのビジネスモデル自体は特許制
度が想定したものであることを確認する必要が
ある。米国特許法は，特許権は「個人財産の属
性を有する」として自由な権利譲渡を認めると
ともに６），特許権者に訴訟提起によって侵害行
為を排除する権限を与えている７）。
近年，主に縮小・撤退する事業に関して，特
許の収益化を試みる日本企業が増えている。自
らの手でライセンス活動を行うケースもある
が，他に守るべき事業を持つ企業にとって，縮
小・撤退事業に関する特許権の行使はカウンタ
訴訟リスク等を懸念する経営陣の理解が得られ
にくいことから，特許権の売却が検討されるケ
ースも多く見受けられる。特許ライセンスまた
は売却等によって研究開発投資の一部でも回収
することができれば，それは次の技術開発への
原資となることから，適正な特許権の収益化活
動はイノベーションの促進に貢献するといえる。
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また，特許権は，金融機関が融資を行う際に
担保として差し出されることがある８）。融資先
の返済が滞れば，金融機関は担保権の実行のた
めに特許を取り上げることとなる。金融機関は
その後特許の売却を試みることとなるが，特許
権が担保として実質的に機能するためには特許
流通市場の存在が欠かせない。

PAEは特許権の買い手となることが多く，特
許権の流通市場を下支えしている。第三者から
購入した特許権を活用することによって収益化
を図るPAEの活動は，イノベーションの促進
に貢献し得ることから，PAEを一括りにパテ
ント・トロールとみなすべきではない。

2．5　	パテント・トロール＝特許権を濫用
するPAE

筆者が委員を務めた日本特許庁の調査研究委
員会において，パテント・トロールとは何かにつ
いての議論が行われ，以下の報告がなされた９）。

本委員会においても，パテント・トロール
とは，主観的な側面が強く一様な定義は困
難であるとの指摘が多かったが，一般的に
は，特許権を濫用し，イノベーションを阻
害する者を意味するのではないか，との意
見が多く得られた。なお，気に入らない特
許権者をパテント・トロールと呼んでいる
ケースもあり，丁寧な議論や整理が必要で
あるとの注意喚起の指摘もあった。

同調査研究委員会は，パテント・トロールの
本質は，特許権を濫用し，イノベーションを阻
害するものであるとして，以下の４要素を満たす
ものをパテント・トロールとみなすべきとした。
① 特許発明のための研究開発を実施しない
② 他者から特許権を取得する
③  不適切なライセンス料を目的として権利
行使を行う，又は，権利行使を乱発する

④  製造販売等の事業をしておらず，権利行
使により得られるライセンス料等を主な
収益源とする

①，②および④はPAEの構成要素であるこ
とから，パテント・トロールであるか否かは要
素③によって判断される。同調査研究委員会は，
要素③には以下のような行為が含まれるとした。
・�訴訟や無効審判に必要な費用よりも低額な
請求を乱発することで不適切な利益を得よ
うとする場合
・�請求額は低額であっても，権利の有効性や
侵害該当性に疑義がある特許権に基づい
て，権利行使を乱発する場合
・�有効性や侵害該当性に関する交渉に一切応
じずにライセンス料の請求のみ繰り返す
等，不誠実な交渉に基づいて権利行使する
場合

低額な請求の乱発，侵害該当性に疑義がある
特許権行使の乱発，不誠実な交渉に基づく権利
行使といった行為は，一見，特許ライセンス料
の請求といった外形をとっているものの，実質
的には，特許侵害の適正な対価を得ることを目
的とするものではない。これらの行為は，紛争
対応コストを回避するための費用をライセンス
料名目で徴収することを目的としており，イノ
ベーションの促進に貢献しない濫用的な権利行
使にあたるといえる。
よって，パテント・トロールとは，濫用的な

特許権行使を行うPAEと定義することができ
る。（なお，本稿で論じる特許権の濫用は，米
国法におけるいわゆるパテント・ミスユースと
は異なり，より広い行為態様を指す10）。）

2．6　濫用的な特許権の行使例

PAEによる濫用的な特許権の行使例を以下
に示す。
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（1）Innovatio	IP	Ventures社
Innovatio IP Ventures社は，市販の無線

LANルーターの使用が特許侵害に該当すると
して，一万を超えるホテル，レストラン，カフ
ェなどに対して警告状を送り，一拠点あたり最
大2,500ドルのライセンス料を請求した11）。

Innovat i o社が侵害警告に用いた特許は
Broadcom社から購入されたものであり，ルー
ター・メーカーの中にはBroadcom社から当該
特許のライセンスを受けていたものもあった。
メーカーがライセンスを受けたルーターの使用
は特許侵害に当たらないにも関わらず，
Innovatio社は警告先が使用するルーターの調
査を行わず，また警告状の中でライセンス済み
である可能性に言及しなかった12）。
さらに，対象特許は無線LAN規格に関する
標準必須特許であったため，Innovatio社は当
該特許をFRAND（公正，合理的かつ非差別的）
条件でライセンスする義務を負っていた。裁判
所は，Innovatio社が2,500ドル請求していた特許
ポートフォリオのFRANDレートは，無線LANル
ーター１台当たり0.1ドルであるとした13）。

（2）MPHJ	Technology	Investments社
MPHJ Technology Investments社は，スキ
ャナーで取り込んだ画像を直接Ｅメールする機
能が同社の特許を侵害するとして，１万６千を
超える中小企業に対し，従業員一人あたり約千
ドルのライセンス料を請求する警告状を送りつ
けた14）。
警告状の中でMPHJ社は，既に相当数のライ

センシーが存在し，ライセンスを受けなければ
直ちに提訴するとしていた。しかし，当初警告
状が一斉送付された段階では，ただの１社もラ
イセンスを受けておらず，１件の特許訴訟も提
起されていなかった15）。
米連邦取引委員会（FTC）は，MPHJ社の警

告状は虚偽の内容を含むとして，不公正な競争

行為を取り締まるFTC法違反の疑いで調査を
行い，MPHJ社に対して今後同様の警告を行う
ことを禁ずる同意命令を発令した16）。

（3）Shipping	&	Transit社
車両トラッキングに関する特許を保有する

Shipping & Transit社（S&T社）は，トラッキ
ング番号をＥメールで送付するサービスを提供
する500社以上の企業に対して特許訴訟を提起
した。S&T社は主に中小企業をターゲットと
し，訴訟提起直後に５万ドル以下での和解を持
ち掛け，被告が和解提案に応じず，争う姿勢を
示した段階で訴えを取り下げることによって対
象特許の無効判断が出るのを回避していた17）。
裁判所は，これら一連の行為から，S&T社
は特許の侵害性を裁判で争う意図はなく，被告
から和解を引き出すことだけを目的に，有効性
の疑わしい特許に基づく訴訟提起を繰り返した
とし，S&T社に被告の弁護士費用支払いを命
じた18）。

（4）Eon-Net社
オンライン上での情報処理に関する特許を保

有するEon-Net社は，ローン申請ウェブサイト
を運営するFlagstar社を特許侵害で訴えた。裁
判所は，Eon-Net社の特許は紙媒体の文書をプ
ロセスすることが要件となっていることから，
オンライン上でローン申請プロセスが完結する
Flagstar社のサービスが非侵害なのは明確であ
ると判じた19）。

Eon-Net社は，同様の特許訴訟を約100件提
起し，提訴後ただちに数万ドル程度での和解を
申し入れることを繰り返していた。連邦巡回区
控訴裁判所（CAFC）は，Eon-Net社は，事業
会社側に高い訴訟対応コストがかかることを利
用し，特許侵害の客観的根拠を欠いた訴訟を乱
発していたと判じた。CAFCは，Eon-Net社の
訴訟提起は不正な目的のための悪意に基づくも
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のであると断定し，制裁金（63万ドル）の支払
いを命じた20）。

（5）小　括
上記PAEは，特許侵害の適正な対価を得る
ことではなく，紛争対応コストを回避するため
の費用をライセンス料名目で徴収することを目
的に権利行使を繰り返している。このような権
利行使態様は，要素③「不適切なライセンス料
を目的として権利行使を行う，又は，権利行使
を乱発する」に該当する。
これらのPAEはいずれも特許権を濫用し，イ
ノベーションを阻害するものであることから，
パテント・トロールとみなされるべきである。

3 ．		パテント・トロールと特許制度の
関係

3．1　	トロール現象が露呈させた米国特許
制度の課題

米国では1980年以降，特許権を強化するいわ
ゆるプロパテント方針がとられた。しかし，
2000年代に入りパテント・トロールが台頭し，
特許制度および訴訟制度の課題が浮き彫りとな
ったことを受け，米国政府および裁判所は2005
年を境にそれまでの方針を転換し，特許権を弱
める方角に舵を切った21）。
上述の通り，パテント・トロールは，紛争対
応コストを下回る額を事業会社からライセンス
料名目で徴収することをビジネスモデルとす
る。トロール・ビジネスは米国において活況を
呈したが，その背景には，米国特許紛争に伴う
コストおよびリスクが事業会社にとって非常に
高く，トロールにとって限定的であったことが
ある。
これは，プロパテント方針により米国特許権
が大幅に強化され，特許制度が権利者側に寄り
すぎたことがパテント・トロール問題の原因で

あることを意味する。言い換えると，パテント・
トロール問題は，米国特許制度の課題を露呈さ
せた症状に過ぎず，原因ではない22）。

3．2　トロール対策の負の側面

2005年以降，米国政府および裁判所はパテン
ト・トロール対策の名のもとに数多くの対策を
講じた。一連の対策により，事業会社側のコス
トおよびリスクが抑えられ，同時に権利者側の
権利行使コスト・リスクが高められた。その結
果，米国におけるトロール問題は大幅に改善に
向かっている23）。
しかし，トロール問題が改善に向かっている
という一面だけを切り取り，米国政府・裁判所
による一連の対策が成功であったとみなすのは
早計である。
特許権は財産権であり，特許権をPAEやト

ロールといった特定の者が保有している間に限
って制限することはできない。これは，トロー
ル活動を制限することは，特許権そのものを制
限することを意味する。トロール対策の効用に
ついて論じる際には，対策の副作用として，米
国特許権そのものも大幅に制限されたことに留
意する必要がある24）。

4 ．	トロール呼称の弊害

パテント・トロールをめぐる議論では，単に自
らが実施していない特許権を行使するNPEや，
購入した特許で収益を上げようとしているに過
ぎないPAEを批判するものが見受けられる。
しかし，特許制度が想定する権利行使を行っ
ているに過ぎないPAE等を批判することは，自
らが実施しない特許権の行使や特許権の売買取
引を批判することと同等である。そのような権
利行使や取引形態が問題であるとの主張であれ
ば，それについての制度議論をすべきであるが，
イノベーションを阻害する悪者との語感を伴う
パテント・トロールの呼称が，冷静かつ精緻な
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制度議論を阻んでしまうリスクが懸念される。

4．1　	トロールに関するUSPTO長官のコ
メント

歴代のUSPTO（米国特許商標庁）長官も，
パテント・トロール呼称の弊害について指摘し
ている。

2009年から13年までUSPTO長官を務めたデ
イビッド・カッポス氏は，パテント・トロール
批判を煽り，性急に特許制度を変えようとする
動きに警鐘を鳴らしている。カッポス元長官は，
トロール呼称に引きずられるのではなく，問題
とされる行為についての特許制度の課題を明ら
かにした上で，エビデンス・ベースの冷静な議
論を行う必要性があるとしている25）。
カッポス氏からバトンを引き継いだミッシェ
ル・リー元長官は，何をもってパテント・トロ
ールとみなすかは人によって異なることから，
トロール呼称の使用は有益ではないと述べてい
る26）。リー元長官は，特許制度が目指すところ
は，イノベーションを奨励し，濫用的な特許訴
訟を抑止することであり，特許権者が発明を実
施しているか，ライセンスまたはその他のビジ
ネスに従事しているかは関係ないとしている27）。
現長官であるアンドレイ・イアンク氏は，パ
テント・トロールの恐怖をあおることは，特許
権のイメージを損なわせ，イノベーションを阻
む要因となるとしている28）。トロール批判に引
きずられ，特許制度が過度に修正されることで，
技術革新に重要な役割を果たしてきた特許制度
が取り返しのつかないほど毀損されてしまうリ
スクがあるとし，特許制度にバランスを取り戻
す必要性があると述べている29）。

4．2　	裁判所によるトロール呼称の使用禁
止命令

米国の裁判所も，パテント・トロール呼称の
弊害を指摘し，裁判手続における使用を禁止す

る命令を相次いで出している。
米国特許訴訟では，事実審理は陪審が行うの

が一般的である30）。地域市民から無作為に選出
される陪審は，事件の法的争点とは無関係の要
因に影響を受ける場合が多く，また，個別の争
点よりも，どちらの当事者が正しいかを判断す
る傾向があるとされる31）。このため，裁判官に
は，陪審の目に触れる証拠を制限する権限が与
えられている。例えば，裁判官は，関連性のあ
る証拠であっても，不当な偏見を想起する用語
の使用を禁ずることができる32）。
トロール呼称の使用によって，陪審が，特許
権者はイノベーションを阻害するものであると
の心証を持ち，侵害性や有効性判断において特
許権者に不当に不利な判断を下すリスクが懸念
される。このため多くの裁判官は，陪審の前で
トロール呼称を用いることを禁じている33）。一
方，NPE，PAEやライセンス会社等といった
呼称は偏見を想起するものではないとして使用
を認めている34）。

5 ．	おわりに

パテント・トロールとは何かが明確とされぬ
まま，イノベーションの促進に貢献するNPEや
PAEをも含みうる形でトロール呼称が人口に
膾炙してしまったことは，特許制度そして知財
業界にとって大きな課題である。
特許制度は，発明者に与える排他権の範囲や

強さをどのようにすれば社会全体としてイノベ
ーションが最大限促進されるのかについて，長
い年月をかけて知見を集約し，設計された精緻
な制度である。トロールにまつわる議論に際し
ては，トロールの活動を制限することは，特許
権そのものの制限を意味するとの認識に立ち，
過度に特許制度および特許権が毀損されないよ
う細心の注意が必要である。
本稿が，パテント・トロールについての正し
い認識と，特許制度についての冷静かつ精緻な
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議論を促すこととなれば幸いである。
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